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「東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会」 

ニュースレター 第４０号 
 

【第５回地域協議会議案書面決議及び緊急ＷＥＢ配信結果報告】 
        ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議開催に代わり 
         議案の書面決議と事務局からのＷＥＢによる動画発信を行いました 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■実施期間：令和２年４月１０日（金）～１７日（金） 

■実施方法：書面決議 

オブザーバ６機関を除く協議会委員４７機関に書面にてお諮りし 

不承認とされた機関はありませんでした。 

○議案                                          

 （１）危機管理行動計画（第四版）（案）の承認 

 （２）危機管理行動計画（第四版）参考資料（案）の承認 

 （３）東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会規約（改正案）の承認 

 

１．危機管理行動計画（第四版）（案）                             

 今年度までに議論を重ね完成させた、危機管理行動計画（第四版）（案）及び参考資料（案）が

規約に定められた２／３以上の議決をもって承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約（改正案）                                    

 規約（改正案）が承認されました。 

・委員の役職が変更となった機関：近畿日本鉄道(株)、中部電力(株)、(株)ＮＴＴドコモ東海支社 

 
中部管区警察局、総務省東海総合通信局、財務省東海財務局、厚生労働省東海北陸厚生局、農林水
産省東海農政局、経済産業省中部経済産業局、経済産業省中部近畿産業保安監督部、国土地理院中
部地方測量部、国土交通省中部地方整備局、国土交通省中部運輸局、気象庁名古屋地方気象台、海
上保安庁第四管区海上保安本部、陸上自衛隊第１０師団、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、海
津市、養老町、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、桑名市、木
曽岬町、朝日町、川越町、日本赤十字社愛知県支部、日本放送協会名古屋放送局、日本銀行名古屋
支店、中日本高速道路㈱名古屋支社、東海旅客鉄道(株)、近畿日本鉄道(株)、名古屋鉄道(株)、西日
本電信電話(株)東海事業本部、東邦瓦斯(株)、中部電力(株)、(株)ＮＴＴドコモ東海支社、中部地区
エルピーガス連合会、名古屋港管理組合、四日市港管理組合、(公社)愛知県バス協会、(公社)三重県
バス協会、【以下オブザーバ】内閣府政策統括官（防災担当）、岐阜県警察本部、愛知県警察本部、
三重県警察本部 東海商工会議所連合会、(一社)中部経済連合会部 

■地域協議会メンバー（５３機関） 

■第５回地域協議会議案書面決議の概要 
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■開催日時：令和２年４月２４日（金）１４：００～１4：45 

■開催方法：ＷＥＢ配信（YouTube） 

■参加人数：５６名 

○次第                      

 （１）開会あいさつ 

 （２）事務局からの説明 

   １）ＴＮＴ協議会の経緯等の振り返り    

   ２）危機管理行動計画（第四版）の概要 

   ３）令和２年度の取り組み方針（案）について 

   ４）今後の検討テーマと方針（案）について 

 （３）閉会のあいさつ 

 

１．開会あいさつ【中部地方整備局 勢田局長】                       

 本日は、年度初め早々ご多用のところですが、新型コロナウイル

スの対応もある中でご参加いただきまして、誠にありがとうござい

ます。これからいよいよ出水期になります。世の中でも、その出水

期における避難所のあり方について、相当問題意識が高まってきま

した。先行して、さまざまな検討をされていることを聞いています。

是非またその面でも、我々も一緒に進めていきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 危機管理行動計画（第四版）ですが、皆様のご協力をいただきま

して、文書決議ご承認ということになりました。本当にありがとう

ございます。 

 危機管理行動計画は、東海地方の低平地で計画規模を超える高潮や洪水による大規模かつ広域的

な浸水被害が発生した場合に備えて、関係機関が連携して行動する際の「規範となるよう定めた計

画」です。平成２７年に策定された第三版から第四版の策定に向けて、これまでＷＧ、図上訓練及

び作業部会でさまざまな検討してきていただいたところですが、実効性を伴う計画とするには、ま

だまだ課題は残されていると思っています。第四版の策定は、広域避難の実効性の第一歩と考えて

います。 

 皆さんも記憶にあろうかと思いますが、昨年、令和元年台風第１９号（東日本台風）において、

東京の江東５区で広域避難のタイミングに苦慮されました。一方、茨城県では、事前の広域避難に

関する取り組みを自治体間で調整して、うまく機能させていたという事例もあります。 

 ＴＮＴでは特に、広域避難の実施に関しましては、関係機関と連携した取り組みの具現化に向け

て、いよいよ本腰を上げて進めていかなければならないと思っています。水災害時の避難所におけ

るコロナウイルス感染対策、拡大防止対策の観点から、河川管理者に要請することがあれば、遠慮

なくお申し出いただきたいと思います。 

 例えば、遠隔地も含め避難所の分散化・広域化などを行う場合には、早く行動する必要があると

思います。そうすると、従来よりも早く予測情報を提供するということも考えられると思っていま

す。なお、そういう場合につきましては、我々の方も準備が必要であるため、できれば事前に、想

定される要請内容を教えていただけると、我々も速やかに対応できると思っています。 

 最後になりますが、ＴＮＴの危機管理行動計画が、各組織の計画に反映されて実効性を伴う計画

になっていくよう、今後もＴＮＴという貴重な場を活用して、住民の皆様の命を守るための前向き

な行動に結びつくことを願いまして、挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

勢田中部地方整備局長 
による開会あいさつ 

■緊急ＷＥＢ配信の概要 
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2．危機管理行動計画（第四版）について                          

 事務局より、危機管理行動計画（第四版）の全体の概要及び主な変更点について説明がありまし

た。主な変更点は、以下の通りです。 

① 情報共有準備室・情報共有本部の具体化 

② TNT 関係機関タイムラインの改正 

③ 自主的危機回避⾏動の定義・必要性の明確化 

④ その他 

 ・防災意識啓発方策 

 ・地域ＢＣＰの位置づけ 

 ・避難バス調達ルール 

 ・課題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．令和２年度の取り組み方針（案）について                         

 危機管理行動計画の実効性の向上を目指して、現在抱えている様々な課題に対して改善を図って

いくためにも、関係機関が連携し、ＴＮＴ協議会として引き続き活動していくことについて説明が

ありました。 

■作業部会による課題の検討を継続 

・フェーズ０（台風上陸前）における課題を中心に具体の検討を進め、３つのＷＧによる意

見交換・議論を踏まえつつ全体会議で調整・合意を図る。 

・構成機関の主体的な取り組みの推進のため、全国の先進事例や各機関の取り組み事例や課

題及び今後の予定等を発表いただく。 

■訓練の実施 

・台風期前を目途に、関係機関が連携した実働訓練（情報伝達）を行い、危機管理行動計画

を確認・検証する。 

・各機関のタイムライン再確認のため、作業部会において図上訓練（TNT タイムラインの読

み上げ）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局による説明 

配付資料の画面を 
視聴する機関に配信 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

内

容

作業部会
（WG）

作業部会
（WG）

実働訓練
（情報伝達）

• フェーズ０（台風上陸前）中心
•関係機関による情報伝達・共有
•危機管理行動計画の確認・検証

•全体での読み上げ訓練
•各WGによる意見交換
•実働訓練の振り返り
•先進事例の紹介

•各WGによる意見交換
•課題解決に向けた検討
•各機関の取り組み状況

事前調整 結果整理 対応案整理
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4．今後の検討テーマと方針（案）について                           

◇危機管理行動計画の実効性向上を目指して、都道府県地域防災会議の協議会（法定協議会）の実

現について県と調整するとともに、今後改正が予定されている災対法（発災前の災害対策本部設

置等）に沿った、実効性を伴った危機管理行動について検討する。 

◇被害想定について、水防法の一部改正により公表される想定最大規模のＬ２高潮とＬ２洪水の浸

水想定区域を重ね合わせる方法について検討する。 

◇行政が主導する広域避難と、住民各自で確保する自主的危機回避行動（自主避難）の考え方につ

いて、検証・見直しをする。 

◇避難先市町村との調整について、先行事例（江東５区、桑員２市２町等）をもとにＷＧの全体会

議において検討を行う。 

◇広域避難開始の基準・タイミング・方法について、避難に要する時間と災害発生の予測精度の関

係を考慮した事務局案を作成してＷＧで議論する。 

◇広域避難に関する認知度・理解度向上を目指して、関係機関が連携した訓練を実施する。 

◇住民が早期に避難行動を開始するための効果的な情報伝達方法、風水害リスクの周知に関するマ

スメディアとの連携等について、マスメディアと意見交換を行う。 

◇情報共有システム（サイト）について、情報共有準備室、情報共有本部での実運用や意見照会・

訓練の結果を踏まえて改良する。 

◇フェーズ０における事前対策についてＷＧで議論を進めるほか、フェーズⅠ以降（発災後）の活

動について、中部圏地震防災基本戦略（南海トラフ地震対策中部圏戦略会議）と一元化して検討

する。 

◇早期の社会活動停止方策について、教育委員会や民間企業に対して、学校の休校や企業の休業の

意思決定の仕組み等に関するアンケート調査を実施する。 

 

5．事務局の説明に対するご意見と事務局回答                        

① 避難先市町村との調整 

ご意見：関係市町村の避難計画との整合などの課題を継続的に検討していくこと、広域避難に関す

る具体的な避難先の確保などについて、作業部会などを通じて推進していただきたい。 

事務局回答：広域避難開始のタイミング、避難方法、避難先等については課題が多く残されており、

受け入れ先市町村との調整が不可欠であるため、引き続き、ＴＮＴのＷＧや作業部会を通じて議論

を深めていきたい。 

② 情報共有準備室、情報共有本部の設置頻度 

ご意見：情報共有準備室、情報共有本部の設置頻度はどれぐらいになるのか。 

事務局回答：１９５１年以降、伊勢湾付近を通る台風を基準にすると、情報共有準備室は４年に１

回程度、情報共有本部は１０年に１回程度の頻度となる。昨年の台風１９号では、情報共有準備室

の設置基準には該当したが、情報共有本部の設置基準までには達しなかった。 

③ 災害対策基本法の改正 

ご意見：４月１５日の読売新聞に、「自然災害時に住民が居住地外の自治体に逃げる広域避難を円

滑に進めるため、政府は、公共交通機関や、周辺自治体に協力を指示できるよう災害対策基本法を

改正することを固めた」とあったが、ＴＮＴにどのように影響してくるのか。 

事務局回答：広域避難は「市町村が実施することを基本」というこれまでの考えに加えて、「国な

どの関与が必要」ということが大きなポイントで、非常災害対策本部の設置を従来の発災後ではな

く、台風の接近や高潮などが起きる恐れがあると判断したケースについては、事前に設置できるよ

うになる。まさにＴＮＴが考えてきた、「法律にとらわれない、関係機関が連携して行動する際の、

規範となるよう定めた危機管理行動計画」に、法律が伴ってこようとしている。この災対法の改正

が進めば、広域避難の実効性が大きく前進すると思っている。 
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6．閉会あいさつ【中部地方整備局 宮武河川部長】                      

 皆さん、こういう形ではありましたが地域協議会、緊急ＷＥＢ

配信へのご参加、ありがとうございました。 

 第四版の策定は広域避難の実効性の第一歩という話が、冒頭に

中部地方整備局の勢田局長からありました。まさに、議論から行

動へと移り変わった瞬間です。これまでの議論を踏まえて、今回

から実効性を高めるということです。 

 先ほど台風１９号の話題で出てきた茨城県の境町は、ちょうど

茨城、群馬、栃木、埼玉の四県に囲まれた町です。ここで広域避

難が実行されたわけですが、その後のＮＨＫさんの特集を見てま

すと、やはり訓練をしっかりやっていたということが、キーにな

っていました。 

 今回この第四版は、あくまでも「規範となるよう定めた計画」ということで、それぞれ皆さま方

の組織・機関で計画、体制、それから訓練をぐるぐる回していかないと、実効性は高まらないわけ

です。是非、そのぐるぐる回すことをやっていかなくてはならないということを、ご理解願いたい

と思います。 

 昨年、台風１９号が狩野川台風と同じルートで来ました。最初は、まさに中部圏域ゼロメートル

地帯に向かって来ていました。東京都荒川流域の江東５区では、計画運休で広域避難が上手くいか

なかったということになりましたが、ひょっとしたら、あれは我々の姿だったかもしれません。現

に６０年前は、狩野川台風の翌年に伊勢湾台風が来ています。今年、この第四版が出来上がったと

いうタイミングは、ひょっとするとギリギリセーフという結果になるかもしれません。 

 そういう意味でも、今回の危機管理行動計画（第四版）が各組織の計画に素早く反映され、実効

性を伴う計画、体制、訓練に繋がっていきますよう、改めてよろしくお願いしたいと思います。 

 

宮武河川部長による 
閉会あいさつ 

協議会事務局（中部地方整備局河川部）令和2年6月発行 

当ニュースレターに関しまして、ご意見・お気付きの点等がございましたら、右記のメールアドレスまでご連絡ください。cbr-mizucenter@mlit.go.jp 
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